
 契約変更理由書 

 神戸市 

 作  業  名 須磨離宮公園こどもの森改修工事その3 

契約変更後の工事概要 

               当初              変更 

 コンクリート取り壊し    7m3      →       4m3 

 コンクリート舗装撤去   2.9㎡        →           3.2㎡ 

 埋戻            24m3            →             20m3 

  真砂土            5m3      →       0m3 

  真砂土敷均し工（B）    26㎡       →       23㎡ 

 高木撤去-1         計上無し         →       2本 

 高木撤去-2         計上無し         →             1本 

 施工調査費         計上無し     →             1式 

 契約変更の理由 

① 撤去時に遊具の基礎となるコンクリートが想定よりも少なかったためコンクリート取り壊し工が

数量減となる。 

② 現地精査の結果コンクリート舗装撤去の面積が数量増となる。 

③ コンクリート取り壊し工の数量減を受けて、それに伴う埋戻工の数量減となる。 

④ 埋戻工の数量減を受けて、埋戻工に使用する土砂不足が解消されたため真砂土の購入土が数量減

となる。 

⑤ 現地精査の結果、真砂土敷均し工（B）の数量減となる。 

⑥ 現地精査の結果、遊具の使用範囲に支障となる高木が確認されたので高木撤去-1及び高木撤去-2

を増工する。 

⑦ 請負業者と協議の結果、施工状況モニタリング調査に協力が得られたので施工調査費を増工する。 

       （公表様式第６号） 


